
鳥取県ドローン活用による経営力強化・

災害対応連携強化事業補助金

鳥取県とドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定を締結した県内中小企業者等が、新たな需要の
獲得や生産性向上等に向けて取り組む、型式認証を取得したドローンの導入又は無人航空機操縦者技能
証明の取得を支援します！

制度概要

【問合せ先】
鳥取県 商工労働部 商工政策課
電話：0857-26-7565（平日 8:30～17:15）
URL：https://www.pref.tottori.lg.jp/318798.htm

➢ 補助対象者
鳥取県とドローン・レスキューユニットへの参加に関する協定を締結した県内中小企業者等

➢ 補助対象となる取組
ドローン導入又は無人航空機操縦者技能証明取得を通して、新たな需要の獲得や生産性
向上等を図る取組

➢ 補助対象経費
○ドローン導入事業

第一種型式認証又は第二種型式認証を取得したドローンの購入に要する経費

○無人航空機操縦者技能証明取得事業

一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操士の無人航空機操縦者技能証明の取得
に要する経費

➢ 補助金上限額

○ドローン導入事業 200万円

○無人航空機操縦者技能証明取得事業 15万円

令和７年４月３０日 (水) ～ 令和８年2月2７日 (金)

申請様式の
ダウンロード
など、詳細は
県のHPへ☞

[令和７年度]

募集期間

補助率

３分の１
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